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上
下
水
道
事
業
の
現
状
と
課
題

　

市
で
は
こ
れ
ま
で
に
、
業
務
の
包

括
的
民
間
委
託
や
、
施
設
運
営
の
最

適
化
に
よ
る
電
力
削
減
な
ど
、
経
営

健
全
化
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
今
後
、
人
口
減
少

に
よ
り
水
需
要
の
減
少
が
予
測
さ

れ
、
そ
れ
に
伴
い
料
金
収
入
の
減
少

が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
上
下
水

道
事
業
の
健
全
な
経
営
を
持
続
で
き

な
い
見
通
し
で
す
。

　

水
道
事
業
は
、
老
朽
化
し
た
施
設

管
路
の
更
新
、
施
設
の
耐
震
化
な
ど

に
多
額
の
費
用
が
必
要
と
な
り
、
現

行
の
水
道
料
金
で
は
、
財
源
不
足
に

よ
り
計
画
的
な
工
事
の
実
施
が
困
難

と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
下
水
道
事
業
は
、
事
業
初

期
に
多
額
の
建
設
費
が
必
要
で
あ

り
、
そ
れ
に
係
る
企
業
債
の
償
還
金

の
負
担
が
大
き
い
こ
と
や
、
地
方
公

営
企
業
法
の
適
用
に
よ
り
、
独
立
採

算
制
が
強
く
求
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
資
金
不
足
が
生
じ
、
他
会
計

か
ら
の
借
入
れ
を
行
っ
て
い
る
の
が

現
状
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
将
来
に
わ

た
り
健
全
な
経
営
を
維
持
し
、
皆
さ

ま
に
安
定
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し

続
け
る
た
め
に
、
上
下
水
道
料
金
の

改
定
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

新
し
い
料
金
体
系

　

上
下
水
道
料
金
は
、
こ
れ
ま
で
基

本
料
金
に
含
ま
れ
て
い
た
水
量
を
廃

止
し
、
水
量
に
関
係
の
な
い
基
本
料

金
と
し
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
従
量

料
金
に
１
㎥
の
使
用
か
ら
の
区
分
を

新
設
し
ま
す
。

　

ま
た
、
基
本
料
金
と
既
存
の
従
量

料
金
単
価
を
約
20
％
改
定
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
集
落
排
水
処
理
施
設
使

用
料
を
、
下
水
道
使
用
料
と
同
一
に

し
ま
す
。
詳
し
い
料
金
表
は
左
頁
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

新
料
金
を
適
用
す
る
時
期

　

料
金
改
定
に
伴
い
、
令
和
２
年
10

月
１
日
以
降
の
使
用
分
か
ら
新
料
金

が
適
用
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
令

和
２
年
９
月
30
日
以
前
か
ら
継
続
し

て
使
用
し
て
い
る
場
合
、
経
過
措
置

に
よ
り
、
令
和
２
年
12
月
請
求
分
ま

で
は
旧
料
金
と
な
り
、
令
和
３
年
１

月
請
求
分
か
ら
新
料
金
が
適
用
に
な

り
ま
す
。

▼
令
和
２
年
９
月
30
日
以
前
か
ら

　

継
続
し
て
使
用
し
て
い
る
場
合

　
偶
数
月
検
針
の
方

　

令
和
２
年
12
月
検
針
分
（
令
和
３

　

年
１
月
請
求
）
か
ら
新
料
金

　
奇
数
月
検
針
の
方

　

令
和
３
年
１
月
検
針
分
（
令
和
３

　

年
２
月
請
求
）
か
ら
新
料
金

▼
令
和
２
年
10
月
１
日
以
降
か
ら

　

使
用
す
る
場
合

　

初
回
請
求
か
ら
新
料
金
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

　上下水道は、安全・安心な水の供給、公衆衛生の

向上や水質保全など、市民生活や企業の経済活動に

とって欠かすことのできない社会基盤です。

　将来にわたり安定したサービスを提供していくた

めに上下水道料金を改定します。

　ご理解とご協力をお願いします。

改定日
10 月 1 日

改定後
初めての検針次の検針

９
月
30
日
以
前
か
ら

継
続
使
用
の
方

10
月
１
日
以
降
か
ら

使
用
す
る
方

使用開始

旧料金 継続使用

新料金新料金

新料金

令和２年
１０月 1 日から
上下水道料金が
変わります

問合せ先　経営企画課　☎２２－８１４７

メーター
口径

基本料金
20㎥まで

超過料金（1㎥あたりの単価）
21～60㎥ 61～200㎥ 201㎥以上

13mm 1,600円

85円 95円 105円

20mm 1,900円

30mm 2,400円

40mm 2,800円

50mm 4,600円

75mm 7,000円

100mm 9,000円
共用

(１戸または
１世帯につき)

1,600円

メーター
口径 基本料金

従量料金（1㎥あたりの単価）
1～20㎥ 21～60㎥ 61～200㎥ 201㎥以上

13mm 1,920円

4円 102円 114円 126円

20mm 2,280円

30mm 2,880円

40mm 3,360円

50mm 5,520円

75mm 8,400円

100mm 10,800円
共用

(１戸または
１世帯につき)

1,920円

■  現行の水道料金 ■  改定後の水道料金（２か月あたり・税抜） （２か月あたり・税抜）

種別
基本

使用料
20㎥まで

超過料金（1㎥あたりの単価）

21～
40㎥

41～
60㎥

61～
80㎥

81～
100㎥

101～
200㎥

201㎥
以上

一般
汚水 1,900円 105円 125円 145円 165円 190円 210円

種別 基本
使用料

従量使用料（1㎥あたりの単価）

1～
20㎥

21～
40㎥

41～
60㎥

61～
80㎥

81～
100㎥

101～
200㎥

201㎥
以上

一般
汚水 2,280円 6円 126円 150円 174円 198円 224円 245円

■  現行の下水道使用料 ■  改定後の下水道使用料（２か月あたり・税抜） （２か月あたり・税抜）

口径 現行の料金 改定後の料金 差額

13mm 3,300円 4,040円 740円

20mm 3,600円 4,400円 800円

50mm 6,300円 7,640円 1,340円

■  現行の水道料金との比較
（２か月で 40㎥使用した場合） （税抜） ＜ 計算例 ＞

メーター口径 13mm で、２か月で 40㎥使用した場合
（世帯人数２～３人の一般家庭を想定）

①基本料金　　　　　　　　　　　　　　　　　  1,920 円

②従量料金
　  1 ～ 20㎥分　　   4 円 × 20㎥　＝　　 80 円

　　　　　　21 ～ 40㎥分　  102 円 × 20㎥　＝　2,040 円

2 か月分の水道料金（①～②の合計）　　　　税抜 4,040 円

水道の改定前後の料金

下水道の改定前後の使用料

種別 現行の使用料 改定後の使用料 差額

一般汚水 4,000円 4,920円 920円

■  現行の下水道使用料との比較
（２か月で 40㎥使用した場合） （税抜） ＜ 計算例 ＞

一般汚水用で、２か月で 40㎥使用した場合
（世帯人数２～３人の一般家庭を想定）

①基本使用料　　　　　　　　　　　　　　　　  2,280 円

②　　　　
　　  1 ～ 20㎥分　　  6 円 × 20㎥＝　    120 円

　　　　　　　21 ～ 40㎥分　 126 円 × 20㎥＝　2,520 円

2 か月分の下水道使用料（①～②の合計）　　税抜 4,920 円

従量使用料


